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(57)【要約】
【課題】
　プリペイド型の電子マネーを用いたプリペイド型電子
マネー決済システムを提供することを目的とする。
【解決手段】
　可搬型通信端末で読み取ったコード情報によるＵＲＬ
へのアクセスを受け付け、そのＵＲＬのウェブサイトを
表示させる手段と、可搬型通信端末から取得した通信端
末ＩＤに基づいて、その可搬型通信端末が予め登録され
た端末であるかを認証する手段と、可搬型通信端末に入
力された決済金額を受け取る手段と、プリペイドカード
の所持者により可搬型端末に入力された認証情報を受け
取り、認証情報に基づいてプリペイドカードの所持者を
認証する手段と、各認証が正常に行われた場合に、カー
ド情報記憶部に記憶する残高から決済金額を減算するこ
とで決済処理を行う手段と、を有するプリペイド型電子
マネー決済システムである。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバに電子マネーの残高を記憶するプリペイド型電子マネー決済システムであって、
　前記プリペイド型電子マネー決済システムは、
　可搬型通信端末を一意に識別する通信端末ＩＤを記憶する通信端末情報記憶部と、
　プリペイドカードを一意に識別するカード識別情報と認証情報と残高とを少なくとも記
憶するカード情報記憶部と、
　前記可搬型通信端末に備えられたコード読み取り装置で読み取った、前記プリペイドカ
ードに表示されているコード情報によるＵＲＬへのアクセスを受け付け、そのＵＲＬのウ
ェブサイトを、前記可搬型通信端末に表示させる手段と、
　前記可搬型通信端末から取得した通信端末ＩＤに基づいて前記通信端末情報記憶部を参
照することで、その可搬型通信端末が予め登録された端末であるかを認証する手段と、
　前記可搬型通信端末に入力された決済金額を、前記可搬型通信端末から受け取る手段と
、
　前記可搬型通信端末に入力された認証情報を、前記可搬型通信端末から受け取り、前記
認証情報に基づいて前記カード情報記憶部を参照することで、前記プリペイドカードの所
持者を認証する手段と、
　各認証が正常に行われた場合に、前記カード情報記憶部に記憶する残高から、前記可搬
型通信端末から受け取った決済金額を減算することで決済処理を行う手段と、
　を有することを特徴とするプリペイド型電子マネー決済システム。
【請求項２】
　サーバに電子マネーの残高を記憶するプリペイド型電子マネー決済システムであって、
　前記プリペイド型電子マネー決済システムは、
　可搬型通信端末を一意に識別する通信端末ＩＤを記憶する通信端末情報記憶部と、
　電子マネーの利用者を一意に識別するカード識別情報と認証情報と残高と前記利用者の
属性情報とＵＲＬがコード化されたコード情報と、を少なくとも記憶するカード情報記憶
部と、
　前記利用者が利用する可搬型端末から属性情報を受け付けて前記カード情報記憶部に記
憶し、前記利用者に対してカード識別情報を割り当て、前記割り当てたカード識別情報を
含むコード情報を生成し、前記属性情報に対応づけて前記カード識別情報と前記コード情
報とを前記カード情報記憶部に記憶させる手段と、
　前記カード情報記憶部に記憶させた前記コード情報を前記可搬型端末に送信する手段と
、
　前記可搬型通信端末に備えられたコード読み取り装置で読み取った、前記利用者の可搬
型端末に表示されているコード情報によるＵＲＬへのアクセスを受け付け、そのＵＲＬの
ウェブサイトを、前記可搬型通信端末に表示させる手段と、
　前記可搬型通信端末から取得した通信端末ＩＤに基づいて前記通信端末情報記憶部を参
照することで、その可搬型通信端末が予め登録された端末であるかを認証する手段と、
　前記可搬型通信端末に入力された決済金額を、前記可搬型通信端末から受け取る手段と
、
　前記可搬型通信端末に入力された認証情報を、前記可搬型通信端末から受け取り、前記
認証情報に基づいて前記カード情報記憶部を参照することで、前記電子マネーの利用者を
認証する手段と、
　各認証が正常に行われた場合に、前記カード情報記憶部に記憶する残高から、前記可搬
型通信端末から受け取った決済金額を減算することで決済処理を行う手段と、
　を有することを特徴とするプリペイド型電子マネー決済システム。
【請求項３】
　前記ＵＲＬには、前記カード識別情報を含んでおり、
　前記ＵＲＬのウェブサイトへのアクセスを受け付けることで、前記カード識別情報を判
定する、
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ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のプリペイド型電子マネー決済システム
。
【請求項４】
　前記プリペイド型電子マネー決済システムは、更に、
　前記可搬型通信端末を利用する事業者を識別する事業者ＩＤとパスワードとを少なくと
も記憶する事業者情報記憶部と、
　登録を行う可搬型通信端末から、前記事業者ＩＤとパスワードとの入力を受け付ける手
段と、
　前記事業者ＩＤとパスワードとに基づいて、前記事業者情報記憶部を参照することによ
り、前記事業者が予め登録された事業者であるかを認証する手段と、
　前記認証が正常に行われると、前記可搬型通信端末の電子メールアドレスを前記可搬型
通信端末から少なくとも受け取る手段と、
　前記可搬型通信端末の通信端末ＩＤを取得するためのウェブサイトへのＵＲＬを含む電
子メールを、前記電子メールアドレスに対して送信する手段と、
　前記ＵＲＬのウェブサイトへのアクセスを受け付けると、前記可搬型通信端末の通信端
末ＩＤを取得し、前記通信端末情報記憶部に記憶させる手段と、
　を有することを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載のプリペイド型電子
マネー決済システム。
【請求項５】
　前記カード情報記憶部は、更に、
　前記カード識別情報に対応づけて保護金額を記憶しており、
　前記決済処理の際に、
　前記カード識別情報に対応する残高と保護金額とを前記カード情報記憶部から抽出し、
前記残高から保護金額を減算し、その減算結果と前記決済金額とを比較し、前記決済金額
が前記減算結果より大きい場合には決済エラーの通知を行い、
　前記決済金額が前記減算結果より大きくない場合には、前記残高から前記決済金額を減
算することで決済処理を行う、
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載のプリペイド型電子マネー決
済システム。
【請求項６】
　前記プリペイド型電子マネー決済システムは、更に、
　前記プリペイドカードに備えられた磁気ストライプまたはＩＣチップ、あるいは前記電
子マネーの利用者の可搬型端末から前記カード識別情報を読み取る読み取り装置を備えた
ＰＯＳレジから、前記読み取ったカード識別情報と、決済金額とを受け取る手段と、
　前記カード識別情報に対応する残高を前記カード情報記憶部から抽出し、前記残高から
前記決済金額を減算することで決済処理を行う手段と、
　を有することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載のプリペイド型電子
マネー決済システム。
【請求項７】
　前記プリペイド型電子マネー決済システムは、更に、
　前記プリペイドカードの所持者または前記可搬型端末の利用者により入力された前記カ
ード識別情報と認証情報とを、前記プリペイドカードの所持者または前記可搬型端末の利
用者が利用するコンピュータ端末または可搬型端末から受け取る手段と、
　前記受け取ったカード識別情報と認証情報とに基づいて前記カード情報記憶部を参照す
ることにより、前記プリペイドカードの所持者または前記可搬型端末の利用者を認証する
手段と、
　前記認証が正常に行われた場合に、前記カード識別情報に対応する残高を前記カード情
報記憶部から抽出し、抽出した残高から、所定の決済サーバから受け取った決済金額を減
算することで決済処理を行う手段と、
　を有することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれかに記載のプリペイド型電子
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マネー決済システム。
【請求項８】
　カードを一意に識別するカード識別情報をその表面に表示しており、前記カード識別情
報を磁気ストライプまたはＩＣチップに記憶しているプリペイドカードであって、
　前記プリペイドカードは、
　前記カード識別情報を含む、電子マネーの決済のためにアクセスするウェブサイトへの
ＵＲＬをコード化したコード情報と、
　前記プリペイドカードの所持者を認証するための初期暗証番号と、が少なくとも記載さ
れている、
　ことを特徴とするプリペイドカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプリペイド型の電子マネーを用いたプリペイド型電子マネー決済システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報処理技術の発達とともに、電子マネーが広く普及しつつある。電子マネーは
その目的により大別すると２種類あり、一つは実店舗での利用をその主目的とするタイプ
、もう一つはインターネットでの利用をその主目的とするタイプである。
【０００３】
　前者のタイプはＩＣカードに電子マネーの残高が記録されており、店舗で商品等を購入
した場合にそのＩＣカードを専用の端末装置で読み取らせることで決済を行うものである
（非特許文献１）。このタイプの電子マネーとしては、例えばＥｄｙやＳＵＩＣＡなどが
ある。
【０００４】
　一方、後者のタイプは電子マネーの運営会社のサーバに電子マネーの残高が記録されて
おり、インターネット店舗などで商品等を購入した場合に当該ユーザなどを識別するプリ
ペイド番号などを入力することで決済を行うものである（非特許文献２）。このタイプの
電子マネーとしてはＷｅｂＭｏｎｅｙなどがある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】ビットワレット株式会社、”Ｅｄｙの使い方　Ｅｄｙって何？”、[onl
ine]、インターネット＜ＵＲＬ：http://www.edy.jp/howto/index.html＞
【非特許文献２】株式会社ウェブマネー、”ご利用方法”、[online]、インターネット＜
ＵＲＬ：http://www.webmoney.jp/guide/index.html＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これらのいずれのタイプの電子マネーも、実店舗あるいはインターネットでの利用をそ
の目的としているため、それ以外での利用、例えば現実世界での実店舗以外での利用を行
うことが難しい。例えば、宅配事業者の宅配先での決済（代引きサービスの決済）や介護
・訪問サービスなどでのサービス提供現場での決済に適用することは出来ず、これらの事
業では現金やクレジットカードによる支払か、あるいは口座振り込みなどが用いられてい
る。しかし電子マネーの利便性が認識されるにつれ、実店舗以外でも電子マネーが利用で
きることが望まれている。
【０００７】
　また従来のＩＣカードタイプの場合、例えば宅配事業者がＩＣカードの読み取り装置を
持ち歩くことによって、上記を実現することは出来るが、読み取り装置は大きく、持ち運
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びに不便であるとともに、その端末も安価ではないので、宅配事業者などが用いるのには
適さない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そこで本願発明者は上記課題に鑑み、実店舗以外での利用も可能なプリペイド型電子マ
ネー決済システムを発明した。
【０００９】
　第１の発明は、サーバに電子マネーの残高を記憶するプリペイド型電子マネー決済シス
テムであって、前記プリペイド型電子マネー決済システムは、可搬型通信端末を一意に識
別する通信端末ＩＤを記憶する通信端末情報記憶部と、プリペイドカードを一意に識別す
るカード識別情報と認証情報と残高とを少なくとも記憶するカード情報記憶部と、前記可
搬型通信端末に備えられたコード読み取り装置で読み取った、前記プリペイドカードに表
示されているコード情報によるＵＲＬへのアクセスを受け付け、そのＵＲＬのウェブサイ
トを、前記可搬型通信端末に表示させる手段と、前記可搬型通信端末から取得した通信端
末ＩＤに基づいて前記通信端末情報記憶部を参照することで、その可搬型通信端末が予め
登録された端末であるかを認証する手段と、前記可搬型通信端末に入力された決済金額を
、前記可搬型通信端末から受け取る手段と、前記プリペイドカードの所持者により前記可
搬型端末に入力された認証情報を、前記可搬型通信端末から受け取り、前記認証情報に基
づいて前記カード情報記憶部を参照することで、前記プリペイドカードの所持者を認証す
る手段と、各認証が正常に行われた場合に、前記カード情報記憶部に記憶する残高から、
前記可搬型通信端末から受け取った決済金額を減算することで決済処理を行う手段と、を
有するプリペイド型電子マネー決済システムである。
【００１０】
　本発明のように構成することで、実店舗以外での決済を希望する、例えば宅配事業者な
どは、その所持する携帯電話機などの可搬型通信端末で、受取人が提示するプリペイドカ
ードに表示されているバーコードなどのコード情報を読み取ることで、所定のウェブサイ
トにアクセスし、決済を行うことが出来る。
【００１１】
　これによってサーバタイプの電子マネーであってもインターネット以外でも使用するこ
とが可能となる。また、ＩＣカードタイプのように、ＩＣカード読み取り装置のような特
殊な装置も不要なため、携帯などにも不便は生じない。
【００１２】
　第２の発明は、サーバに電子マネーの残高を記憶するプリペイド型電子マネー決済シス
テムであって、前記プリペイド型電子マネー決済システムは、可搬型通信端末を一意に識
別する通信端末ＩＤを記憶する通信端末情報記憶部と、電子マネーの利用者を一意に識別
するカード識別情報と認証情報と残高と前記利用者の属性情報とＵＲＬがコード化された
コード情報と、を少なくとも記憶するカード情報記憶部と、前記利用者が利用する可搬型
端末から属性情報を受け付けて前記カード情報記憶部に記憶し、前記利用者に対してカー
ド識別情報を割り当て、前記割り当てたカード識別情報を含むコード情報を生成し、前記
属性情報に対応づけて前記カード識別情報と前記コード情報とを前記カード情報記憶部に
記憶させる手段と、前記カード情報記憶部に記憶させた前記コード情報を前記可搬型端末
に送信する手段と、前記可搬型通信端末に備えられたコード読み取り装置で読み取った、
前記利用者の可搬型端末に表示されているコード情報によるＵＲＬへのアクセスを受け付
け、そのＵＲＬのウェブサイトを、前記可搬型通信端末に表示させる手段と、前記可搬型
通信端末から取得した通信端末ＩＤに基づいて前記通信端末情報記憶部を参照することで
、その可搬型通信端末が予め登録された端末であるかを認証する手段と、前記可搬型通信
端末に入力された決済金額を、前記可搬型通信端末から受け取る手段と、前記可搬型通信
端末に入力された認証情報を、前記可搬型通信端末から受け取り、前記認証情報に基づい
て前記カード情報記憶部を参照することで、前記電子マネーの利用者を認証する手段と、
各認証が正常に行われた場合に、前記カード情報記憶部に記憶する残高から、前記可搬型
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通信端末から受け取った決済金額を減算することで決済処理を行う手段と、を有するプリ
ペイド型電子マネー決済システムである。
【００１３】
　上述の発明において、以下のように構成することも出来る。すなわち、前記ＵＲＬには
、前記カード識別情報を含んでおり、前記ＵＲＬのウェブサイトへのアクセスを受け付け
ることで、前記カード識別情報を判定する、プリペイド型電子マネー決済システムのよう
に構成することも出来る。
【００１４】
　本発明のようにウェブサイトへのＵＲＬにカード識別情報が含まれていることで、プリ
ペイドカードのカード識別情報の入力を省略することが出来る。これによって利便性が向
上する。
【００１５】
　上述の発明において、決済に用いる事業者の可搬型通信端末は、事前に利用事業者の登
録が行われていることが好ましい。すなわち、前記プリペイド型電子マネー決済システム
は、更に、前記可搬型通信端末を利用する事業者を識別する事業者ＩＤとパスワードとを
少なくとも記憶する事業者情報記憶部と、登録を行う可搬型通信端末から、前記事業者Ｉ
Ｄとパスワードとの入力を受け付ける手段と、前記事業者ＩＤとパスワードとに基づいて
、前記事業者情報記憶部を参照することにより、前記事業者が予め登録された事業者であ
るかを認証する手段と、前記認証が正常に行われると、前記可搬型通信端末の電子メール
アドレスを前記可搬型通信端末から少なくとも受け取る手段と、前記可搬型通信端末の通
信端末ＩＤを取得するためのウェブサイトへのＵＲＬを含む電子メールを、前記電子メー
ルアドレスに対して送信する手段と、前記ＵＲＬのウェブサイトへのアクセスを受け付け
ると、前記可搬型通信端末の通信端末ＩＤを取得し、前記通信端末情報記憶部に記憶させ
る手段と、を有するプリペイド型電子マネー決済システムのように構成することも出来る
。
【００１６】
　サーバタイプの電子マネーであってもプリペイドカードを紛失等してしまう可能性があ
る。そこで、以下の発明のように構成することでその残高を保護することが好ましい。す
なわち、前記カード情報記憶部は、更に、前記カード識別情報に対応づけて保護金額を記
憶しており、前記決済処理の際に、前記カード識別情報に対応する残高と保護金額とを前
記カード情報記憶部から抽出し、前記残高から保護金額を減算し、その減算結果と前記決
済金額とを比較し、前記決済金額が前記減算結果より大きい場合には決済エラーの通知を
行い、前記決済金額が前記減算結果より大きくない場合には、前記残高から前記決済金額
を減算することで決済処理を行う、プリペイド型電子マネー決済システムのように構成す
ることも出来る。
【００１７】
　保護金額を設定することで、上述のように紛失等した場合のほか、例えば、親が子供に
プリペイドカードを一時的に貸与し、親のプリペイドカードから利用上限を設けた利用法
も可能となる。
【００１８】
　上述の各発明のプリペイドカードは、実店舗でも決済に用いることも出来る。すなわち
、前記プリペイド型電子マネー決済システムは、更に、前記プリペイドカードに備えられ
た磁気ストライプまたはＩＣチップ、あるいは前記電子マネーの利用者の可搬型端末から
前記カード識別情報を読み取る読み取り装置を備えたＰＯＳレジから、前記読み取ったカ
ード識別情報と、決済金額とを受け取る手段と、前記カード識別情報に対応する残高を前
記カード情報記憶部から抽出し、前記残高から前記決済金額を減算することで決済処理を
行う手段と、を有するプリペイド型電子マネー決済システムのように構成することも出来
る。
【００１９】
　上述の各発明のプリペイドカードは、インターネット上の店舗などでの決済に用いるこ
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とも出来る。すなわち、前記プリペイド型電子マネー決済システムは、更に、前記プリペ
イドカードの所持者または前記可搬型端末の利用者により入力された前記カード識別情報
と認証情報とを、前記プリペイドカードの所持者または前記可搬型端末の利用者が利用す
るコンピュータ端末または可搬型端末から受け取る手段と、前記受け取ったカード識別情
報と認証情報とに基づいて前記カード情報記憶部を参照することにより、前記プリペイド
カードの所持者または前記可搬型端末の利用者を認証する手段と、前記認証が正常に行わ
れた場合に、前記カード識別情報に対応する残高を前記カード情報記憶部から抽出し、抽
出した残高から、所定の決済サーバから受け取った決済金額を減算することで決済処理を
行う手段と、を有するプリペイド型電子マネー決済システムのように構成することも出来
る。
【００２０】
　第３の発明は、カードを一意に識別するカード識別情報をその表面に表示しており、前
記カード識別情報を磁気ストライプまたはＩＣチップに記憶しているプリペイドカードで
あって、前記プリペイドカードは、前記カード識別情報を含む、電子マネーの決済のため
にアクセスするウェブサイトへのＵＲＬをコード化したコード情報と、前記プリペイドカ
ードの所持者を認証するための初期暗証番号と、が少なくとも記載されている、プリペイ
ドカードである。
【００２１】
　本発明のプリペイドカードを用いることによって、上述のプリペイド型電子マネー決済
システムが実現できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明のプリペイド型電子マネー決済システムによって、従来のＩＣカードタイプ及び
サーバタイプの電子マネーの双方では対応が難しかった、実店舗以外での電子マネーの利
用も可能となる。
【００２３】
　特に、実店舗以外での利用を行う宅配事業者などは、携帯電話機などの、バーコードが
読み取り可能な可搬型通信端末さえあれば対応することが決済を行うことが出来るので、
設備投資も従来よりも少なくて済む。
【００２４】
　また実店舗以外での利用のほか、実店舗及びインターネットでも当該電子マネーを利用
することも出来る。更に、サーバタイプの電子マネーであるので、ＩＣカードタイプのよ
うにその上限残高が２万円、あるいは５万円のように低額に限定されず、高額に設定する
ことも出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の全体の概念を模式的に示す概念図の一例である。
【図２】プリペイドカードの一例である。
【図３】携帯電話機を登録する処理プロセスの一例を示すフローチャートである。
【図４】実施例１の場合の、実店舗以外で決済を行う場合の処理プロセスの一例を示すフ
ローチャートである。
【図５】実施例２の場合の処理プロセスの一例を示すフローチャートの一例である。
【図６】実施例３の場合の処理プロセスの一例を示すフローチャートの一例である。
【図７】実施例４の場合の処理プロセスの一例を示すフローチャートの一例である。
【図８】事業者情報記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図９】通信端末情報記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図１０】カード情報記憶部の一例を模式的に示す図である。
【図１１】サーバのハードウェア構成の一例を模式的に示す図である。
【図１２】ログイン画面の一例を模式的に示す図である。
【図１３】携帯電話機の仮登録画面の一例を模式的に示す図である。
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【図１４】携帯電話機の本登録の際の電子メールの一例を模式的に示す図である。
【図１５】携帯電話機の本登録完了画面の一例を模式的に示す図である。
【図１６】読み取り画面の一例を模式的に示す図である。
【図１７】決済事業者認証画面の一例を模式的に示す図である。
【図１８】決済確認画面の一例を模式的に示す図である。
【図１９】決済完了画面の一例を模式的に示す図である。
【図２０】決済入力画面の一例を模式的に示す図である。
【図２１】決済確認画面の一例を模式的に示す図である。
【図２２】決済完了画面の一例を模式的に示す図である。
【図２３】カード情報記憶部のほかの一例を模式的に示す図である。
【図２４】保護設定画面の一例を模式的に示す図である。
【図２５】ＴＯＰ画面の一例を模式的に示す図である。
【図２６】登録画面の一例を模式的に示す図である。
【図２７】登録完了電子メールの一例を模式的に示す図である。
【図２８】ログイン画面の一例を模式的に示す図である。
【図２９】メニュー画面の一例を模式的に示す図である。
【図３０】可搬型端末の表示装置に表示されるバーコードの一例を模式的に示す図である
。
【図３１】可搬型端末の表示装置に表示される２次元コードの一例を模式的に示す図であ
る。
【図３２】実施例６における全体の概念を模式的に示す概念図の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明のプリペイド型電子マネー決済システム１（以下、「決済システム１」という）
の全体の概念図の一例を図１に示す。また図２には、本発明の決済システム１で用いる、
購入者が購入するプリペイドカード３の一例を模式的に示す。図２（ａ）はプリペイドカ
ード３の表面の一例であり、図２（ｂ）はプリペイドカード３の裏面の一例である。
【００２７】
　プリペイドカード３の表面には、当該プリペイドカード３を一意に識別するカード識別
情報と、そのカード識別情報を含む、当該プリペイドカード３を用いた決済を行うための
ウェブサイトへアクセスするためのＵＲＬをコード化したバーコードが表示されている。
なおバーコードは図２では２次元バーコード（ＱＲコードなど）を示しているが、１次元
バーコード、あるいはそれ以外のバーコードであっても良い。すなわち上記ＵＲＬがコー
ド化された情報（コード情報）であれば如何なるものであっても良い。
【００２８】
　プリペイドカード３の裏面には、当該カード識別情報が磁気ストライプに記録されてお
り、また決済時に用いる初期暗証番号が表示されている。なお磁気ストライプに代えて、
または磁気ストライプとともにＩＣチップを備え、そのＩＣチップに当該カード識別情報
が記憶されていても良い。また初期暗証番号は決済に用いる暗証番号であって、所定の方
法により、プリペイドカード３の購入者が変更可能である。また初期暗証番号は、好まし
くは剥離可能な素材により隠蔽されており、購入者が当該素材を剥離することによって暗
証番号が露出されるように構成することも出来る。
【００２９】
　本発明の決済システム１は、プリペイドカード３に表示されたバーコードを読み取る可
搬型通信端末４、プリペイドカード３の磁気ストライプやＩＣチップを読み取る読み取り
装置を備えたＰＯＳレジ５、あるいは電子商取引を行う場合に用いられるコンピュータ端
末６と、インターネットなどのネットワークを介してデータの送受信が可能なサーバ２に
より実現される。なお図１ではサーバ２が１台の場合を示しているが、複数台あっても良
い。
【００３０】
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　サーバ２には、プログラムの演算処理を実行するＣＰＵなどの演算装置２０と、情報を
記憶するＲＡＭやハードディスクなどの記憶装置２１と、演算装置２０の処理結果や記憶
装置２１に記憶する情報をインターネットやＬＡＮなどのネットワークを介して送受信す
る通信装置２４とを少なくとも有している。サーバ２上で実現する各機能（各手段）は、
その処理を実行する手段（プログラムやモジュールなど）が演算装置２０に読み込まれる
ことでその処理が実行される。各機能は、記憶装置２１に記憶した情報をその処理におい
て使用する場合には、該当する情報を当該記憶装置２１から読み出し、読み出した情報を
適宜、演算装置２０における処理に用いる。また、当該サーバ２などには、更に、ディス
プレイなどの表示装置２２、キーボードやマウスやテンキーなどの入力装置２３を有して
いても良い。図１１にサーバ２のハードウェア構成の一例を模式的に示す。
【００３１】
　本発明における各手段は、その機能が論理的に区別されているのみであって、物理上あ
るいは事実上は同一の領域を為していても良い。またサーバ２は、一台であってもよいし
、複数のサーバ２にその機能が分散されていても良い。さらにサーバ２は、図示しないが
、電子メールを送受信するには所定の電子メールサーバ、可搬型通信端末４などの端末に
対して画面を送信する際にはそのインターフェイスとなるウェブサーバ、ＰＯＳレジ５や
コンピュータ６と通信を行う場合にはその通信を制御する機能を備えるサーバなど、所定
の機能を有するサーバが併せて用いられる。
【００３２】
　以下に、本発明の決済システム１の使用態様に併せてその処理プロセスを説明する。
【００３３】
　なお本発明の決済システム１を利用することを所望する者は、所定の店舗、あるいはイ
ンターネットなどで所定の手続きを行うことで、所定金額が付与されたプリペイドカード
３を購入する。このプリペイドカード３には上述のようにプリペイドカード３を一意に識
別するカード識別情報が表示されており、またそのカード識別情報を含む、当該プリペイ
ドカード３を用いた決済を行うためのウェブサイトへアクセスするためのＵＲＬをコード
化したバーコードが表示されている。
【００３４】
　またサーバ２では、当該カード識別情報と予め定められた初期暗証番号と残高とを対応
づけてカード情報記憶部９として備えている。カード情報記憶部９の一例を図１０に示す
。
【００３５】
　更にサーバ２では、本発明の決済システム１を用いて決済を行う事業者を識別する事業
者ＩＤとパスワードとを対応づけて事業者情報記憶部７として備えている。事業者情報記
憶部７の一例を図８に示す。
【００３６】
　加えてサーバ２では、当該プリペイドカード３に表示されたバーコードを読み取り、事
業者が決済に用いるための可搬型通信端末４と、その可搬型通信端末４を一意に識別する
通信端末ＩＤとを対応づけて通信端末情報記憶部８として備えている。通信端末情報記憶
部８の一例を図９に示す。
【００３７】
　これらの各情報記憶部は、それぞれがデータベースサーバなどの異なるサーバ２に備え
られていても良いが、一つのサーバ２に備えられていても良い。また各情報記憶部は、好
ましくはデータベースやデータファイルであるが、それ以外の形式でデータを記憶してい
ても良い。また、各情報記憶部が、一つのデータベース、データファイルとしてデータを
記憶しているのではなく、一つの情報記憶部が、複数のデータベース、データファイルに
よって構成されていても良い。
【００３８】
　なお利用者が、プリペイドカード３に表示された初期暗証番号を変更する場合には、利
用者が利用するコンピュータ端末６から所定の方法で所定のウェブサイトにアクセスし、
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そこでパスワードの変更処理を行うことで、新しいパスワードが、カード情報記憶部９に
記憶される。例えば所定のウェブサイトにアクセスし、そこで、カード識別情報と現在の
暗証番号（初期暗証番号）と新しい暗証番号とを入力することで、それらの情報をサーバ
２で受け付け、カード識別情報と現在の暗証番号との認証後、正しければ、カード情報記
憶部９において、当該カード識別情報に対応づけて新しい暗証番号を記憶させる。
【実施例１】
【００３９】
　本実施例においては、本発明の決済システム１がもっとも有効に使われる、実店舗以外
での決済を行う場合を説明する。なお実店舗以外での決済とは、宅配や郵便などの代引き
決済、介護事業者や訪問サービスなどのサービス提供場所などでの決済などがある。つま
り、ＰＯＳレジ５などが設置されていない実店舗以外での決済の場合である。
【００４０】
　なお以下の説明では、宅配事業者による配達先での決済の場合を説明する。また以下の
実施例においては、可搬型通信端末４として携帯電話機の場合を説明するが、ＰＨＳ、Ｐ
ＤＡなどであっても同様の処理を実現することが出来る。また可搬型通信端末４には、プ
リペイドカード３に記載されているバーコードを読み取り可能な装置、例えば撮像装置が
備えられている。
【００４１】
　まず本発明の決済システム１を利用して決済を受ける宅配事業者は、決済に用いる携帯
電話機を事前に登録する処理を行う。その処理の一例を図３のフローチャートに示す。
【００４２】
　まず宅配事業者の担当者は、当該携帯電話機において所定の操作を行うことで、サーバ
２にアクセスし、携帯電話機の登録を行うウェブサイトにアクセスする。そしてそこで予
め当該宅配事業者に付与された決済事業者を識別するための決済事業者ＩＤと、そのパス
ワードとを入力する。このログイン画面の一例を模式的に図１２に示す。
【００４３】
　ここで入力された決済事業者ＩＤとパスワードとは、当該携帯電話機からサーバ２に送
信され、それを受け取ったサーバ２は、事業者情報記憶部７を参照することで決済事業者
の認証処理を行う（Ｓ１００）。
【００４４】
　正常に認証が行われると、サーバ２は、当該携帯電話機に対して、仮登録画面を送信し
、それを携帯電話機が表示する。図１３に仮登録画面の一例を模式的に示す。ここで担当
者は、登録を行う携帯電話機の電子メールアドレスと、決済事業者に予め付与されている
パスワードとを入力する。ここで入力された電子メールアドレスとパスワードとは、当該
携帯電話機からサーバ２に送信され、それを受け取ったサーバ２は、事業者情報記憶部７
を参照することで認証を行い、正常に認証が行われれば、当該携帯電話機の電子メールア
ドレスを、通信端末情報記憶部８に記憶する。この記憶が当該携帯電話機の仮登録処理と
なる（Ｓ１１０）。
【００４５】
　また通信端末情報記憶部８に携帯電話機の電子メールアドレスを登録すると、当該サー
バ２は、当該電子メールアドレスに対して、本登録を行うための電子メールを送信する。
この電子メールの一例が図１４である。
【００４６】
　この電子メールには、本登録を行うための携帯電話機の通信端末ＩＤ（携帯電話機の個
体識別情報）を取得するためのＵＲＬが記載されていることが好ましい。またこのＵＲＬ
は、各携帯電話機毎に一意に割り当てられたＵＲＬであることが好ましい。なおこのＵＲ
Ｌは、電子メールアドレスと対応づけられている。
【００４７】
　当該電子メールを携帯電話機で受信すると、その電子メールに記載されたＵＲＬを選択
等することによって、当該ＵＲＬのウェブサイトにアクセスする。そしてこのウェブサイ
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トへのアクセスによって、当該携帯電話機の個体識別情報、例えば携帯電話機に備えられ
たＳＩＭカードなどの個体識別情報が、携帯電話機からサーバ２に送信され、それをサー
バ２で受け取る。
【００４８】
　サーバ２では、受け取った個体識別情報を通信端末ＩＤとして、通信端末情報記憶部８
に記憶させた電子メールアドレスに対応づけて記憶させる。これによって当該携帯電話機
は本登録されることとなる（Ｓ１２０）。
【００４９】
　なお携帯電話機からアクセスしたウェブサイトのＵＲＬは、上述のように一意であり、
またそのＵＲＬと電子メールアドレスとが対応づけられていることから、携帯電話機から
取得した個体識別情報（通信端末ＩＤ）は、電子メールアドレスに対応づけて通信端末情
報記憶部８に記憶させることが出来る。
【００５０】
　以上のようにして携帯電話機の本登録処理が終了後、サーバ２は、図１５に示すような
本登録完了画面を送信し、それを携帯電話機で表示することによって、携帯電話機の登録
処理を終了する。
【００５１】
　次に、上述の処理で登録された携帯電話機を用いて宅配事業者が、代引き等の決済を行
う場合の処理プロセスを説明する。その処理プロセスの一例を図４のフローチャートに示
す。
【００５２】
　宅配事業者が荷物の受取人（ユーザ）のもとに荷物を宅配し、その代金を決済する場合
には、受取人であるユーザが提示するプリペイドカード３に表示されているバーコードリ
ーダを、宅配事業者の配達人が所持する上記登録された携帯電話機の撮像装置で読み取る
（Ｓ２００）。
【００５３】
　そうすると当該バーコードには、プリペイドカード３のカード識別情報を含む、決済の
ためのウェブサイトへアクセスするためのＵＲＬが含まれているので、図１６に示すよう
な読み取り画面が表示される。
【００５４】
　そして読み取ったウェブサイトへ携帯電話機からアクセスすることによって（Ｓ２１０
）、サーバ２は、当該携帯電話機の個体識別情報（通信端末ＩＤ）を取得し、通信端末情
報記憶部８に記憶されている通信端末ＩＤであるかを認証する（Ｓ２２０）。
【００５５】
　正常に認証が出来た場合、サーバ２は、図１７に示す決済事業者認証画面を携帯電話機
に送信することで、決済金額と決済事業者のパスワードの入力を促す。決済事業者認証画
面では、バーコードから読み取ったカード識別情報、通信端末ＩＤから識別した事業者名
などが含まれていると良い。
【００５６】
　宅配事業者の配達人は、決済事業者認証画面に決済金額とパスワードとを入力し、それ
をサーバ２に送信する（Ｓ２３０）。ここで入力された決済金額、パスワードとをサーバ
２で受信すると、サーバ２は、事業者情報記憶部７に記憶するパスワードと照合すること
で、認証を行う（Ｓ２４０）。
【００５７】
　正常に認証が出来た場合、サーバ２は、図１８に示す決済確認画面を携帯電話機に送信
することで、その画面が表示される。この決済確認画面には、バーコードから読み取った
カード識別情報、事業者名、Ｓ２３０で入力された決済金額などが表示されている。そし
てこの決済確認画面に、ユーザである受取人は、プリペイドカード３に記載された暗証番
号（あるいは変更した暗証番号）を携帯電話機に入力する（Ｓ２５０）。
【００５８】
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　Ｓ２５０で入力された暗証番号は携帯電話機からサーバ２に送信され、それをサーバ２
で受信する。サーバ２は、入力された暗証番号と、プリペイドカード３のカード識別情報
とを、カード情報記憶部９を参照することで認証する（Ｓ２６０）。そして正常に認証が
出来た場合には、カード情報記憶部９に記憶する当該カード識別情報の残高から、決済金
額を減算することで、新たな残高として更新し、それをカード情報記憶部９に記憶させる
（Ｓ２７０）。また決済事業者である宅配事業者の残高として、当該決済金額を加算して
更新する。これによって、受取人から宅配事業者に決済金額が渡されることとなる。
【００５９】
　また正常に認証が出来た場合であっても残高が不足する場合、つまりカード情報記憶部
９の当該カード識別情報に対応する残高と決済金額とを比較し、決済金額が残高より大き
い場合には残高不足である旨をサーバ２が携帯電話機に送信することで、残高不足で決済
が行えないことを通知する。
【００６０】
　なお、上述のように正常に決済が完了した場合には、図１９に示す決済完了画面を決済
完了画面をサーバ２が携帯電話機に送信し、表示させる。この決済完了画面では、カード
識別情報、事業者名、決済金額、決済日時などが表示されていることが好ましい。
【００６１】
　以上のような処理を実行することで、宅配事業者での代引き決済のように、実店舗以外
での決済を行う場合であっても、プリペイド型電子マネー決済システム１を用いることが
出来る。なお実店舗での決済の際にも、上述と同様の処理を、携帯電話機の代わりにＰＯ
Ｓレジ５を用いて行っても良い。
【実施例２】
【００６２】
　次にプリペイドカード３を用いて、実店舗での決済を行う場合を説明する。この処理プ
ロセスの一例を図５のフローチャートを用いて説明する。
【００６３】
　まず商品等を実店舗で購入するユーザは、購入する商品等を店員に渡すことで、通常通
り、決済金額をＰＯＳレジ５で算出させる（Ｓ３００）。そして決済時に、ユーザは、プ
リペイドカード３を提示する。
【００６４】
　プリペイドカード３の提示を受けた店員は、ＰＯＳレジ５などに備えられた読み取り装
置にプリペイドカード３を通すことによって、その磁気テープを読み取らせる（Ｓ３１０
）。
【００６５】
　読み取り装置はプリペイドカード３の磁気テープに記録された当該カード識別情報を読
み取り、読み取ったカード識別情報と決済金額とを、ＰＯＳレジ５で所定の操作を行う（
例えば、「決済」を示すボタンを押下する）ことによって、サーバ２にカード識別情報と
決済金額とを送信する（Ｓ３２０）。
【００６６】
　サーバ２は、カード識別情報と決済金額とを受け取ると、当該カード識別情報に基づい
てカード情報記憶部９に記憶する残高を検索し、決済金額が残高以下であれば、残高から
決済金額を減算して、新たな残高で更新して記憶する。そして決済金額が残高より大きい
場合には、サーバ２は、ＰＯＳレジ５に対して残高不足であることのエラーを通知する（
Ｓ３３０）。
【００６７】
　店員はユーザに対して、残高不足であることを告げる。仮にユーザがプリペイドカード
３による決済を行わない場合には処理を中止し、例えば現金での決済を行う。また仮にユ
ーザが残高分はプリペイドカード３で決済を行い、不足額はほかの代替手段、例えば現金
での決済を行う場合には、店員は決済金額として残高の金額をＰＯＳレジ５に入力し、そ
れをサーバ２に送信することで、サーバ２のカード情報記憶部９に記憶する当該カード識
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別情報に対応する残高が「０」に更新されて記憶される。また不足額は、現金等によって
決済を行う。
【００６８】
　以上のような決済処理を行うことで、本発明におけるプリペイドカード３を用いてもＰ
ＯＳレジ５で決済を行うことが出来る。
【実施例３】
【００６９】
　次に本発明におけるプリペイドカード３を用いて、インターネットでの決済を行う場合
を説明する。この場合の処理プロセスの一例を図６のフローチャートに示す。
【００７０】
　例えばインターネット上の店舗（ネット店舗）で商品等の購入を行うユーザは、自らが
操作するコンピュータ端末６を操作することで、当該コンピュータ端末６で、図２０に示
すような決済入力画面が表示される（Ｓ４００）。
【００７１】
　なおこの決済入力画面には決済金額、事業者名などが表示されている。また決済金額や
事業者名などは、ユーザがコンピュータ端末６からアクセスしているネット店舗の決済処
理において購入する商品等の合計金額であり、また事業者名はそのネット店舗の運営事業
者や店舗名などが表示されている。
【００７２】
　ユーザは、決済入力画面に、プリペイドカード３のカード識別情報と、プリペイドカー
ド３の記載された暗証番号（変更した場合には変更後の暗証番号）とを入力し、それを送
信する（Ｓ４１０）。このカード識別情報と暗証番号とが当該ユーザのコンピュータ端末
６からサーバ２に送信され（Ｓ４２０）、それをサーバ２で受け取る。
【００７３】
　サーバ２は、受け取ったカード識別情報と暗証番号とを用いて、カード情報記憶部９を
参照することにより、カード識別情報と暗証番号との認証を行う（Ｓ４３０）。正常に認
証できた場合には、図２１に示すような決済確認画面をユーザのコンピュータ端末６に送
信する。なお決済金額が、カード情報記憶部９に記憶する当該カード識別情報に対応する
残高より大きい場合には決済が出来ないので、決済方法の選択を促すエラーなどの通知を
当該サーバ２からコンピュータ端末６に送信する。
【００７４】
　決済確認画面には、決済事業者の事業者名や店舗名、決済金額、カード識別情報などが
少なくとも記載されており、ユーザが決済確認画面で決済を行うことを示すボタンなどを
押下することで、それらの情報が当該コンピュータ端末６からサーバ２に送信される。図
２１の場合、「送信」ボタンが押下されることで、上記各情報がコンピュータ端末６から
サーバ２に送信される。
【００７５】
　これらの情報を受け取ったサーバ２は、カード情報記憶部９に記憶する、当該カード識
別情報に対応する残高から決済金額を減算し、新たな残高を更新する（Ｓ４４０）。この
ようにして正常に決済が行えた場合には、サーバ２は、図２２に示す決済完了画面をコン
ピュータ端末６に送信し、それを表示させる。これによってユーザは決済が正常に行われ
たことを知る。
【００７６】
　以上のような処理を行うことで、当該プリペイドカード３を用いてインターネットなど
での決済を行うことも可能となる。
【実施例４】
【００７７】
　次に、当該プリペイドカード３の残高にチャージする場合を説明する。チャージするに
は様々な方法があるが、例えば実店舗のＰＯＳレジ５でチャージする。以下では、この場
合を説明する。この処理プロセスの一例を図７のフローチャートを用いて説明する。
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【００７８】
　まずプリペイドカード３の残高をチャージするユーザは、店員にその旨を告げ、プリペ
イドカード３を提示する。そして店員がＰＯＳレジ５で所定の操作を行い、当該プリペイ
ドカード３を、ＰＯＳレジ５などに備えられた読み取り装置にプリペイドカード３を通す
ことによって、その磁気テープを読み取らせる（Ｓ５００）。
【００７９】
　読み取り装置はプリペイドカード３の磁気テープに記録された当該カード識別情報を読
み取り、読み取ったカード識別情報とチャージする金額とを、ＰＯＳレジ５で所定の操作
を行う（例えば、「チャージ」を示すボタンを押下する）ことによって、サーバ２にカー
ド識別情報とチャージ金額とを送信する（Ｓ５１０、Ｓ５２０）。
【００８０】
　サーバ２は、カード識別情報とチャージ金額とを受け取ると、当該カード識別情報に基
づいてカード情報記憶部９に記憶する残高を検索し、その残高にチャージする金額を加算
して、新たな残高で更新して記憶する（Ｓ５３０）。
【００８１】
　そして店員は、チャージした金額に相当する現金等を受領し、チャージ処理が終了する
。
【００８２】
　以上のようなチャージ処理を行うことで、本発明におけるプリペイドカード３の残高を
チャージすることが出来る。
【実施例５】
【００８３】
　本発明の決済システム１は、サーバタイプの電子マネーであるので、万が一、プリペイ
ドカード３を紛失等した場合に、その利用に保護を行うことも出来る。本実施例ではその
場合を説明する。本実施例の場合、カード情報記憶部９には、カード識別情報、暗証番号
、残高に加えて、保護する金額の情報を記憶している。この場合のカード情報記憶部９の
一例を模式的に図２３に示す。
【００８４】
　プリペイドカード３を所持するユーザがプリペイドカード３を紛失等したことにより、
その残高に保護を行いたい場合には、携帯電話機から所定の方法により所定のウェブサイ
トにアクセスすることで、サーバ２から携帯電話機に保護設定を行うための保護設定画面
を送信する。その一例を図２４に示す。なおカード識別情報を携帯電話機から入力し、そ
れを送信することによって、サーバ２は、カード情報記憶部９に記憶する当該カード識別
情報に対応する残高と、カード識別情報とを、保護設定画面に表示させることが出来る。
なお、カード情報記憶部９に、当該カード識別情報に対応づけて携帯電話機の個体識別情
報を更に記憶させておき、当該携帯電話機からウェブサイトへのアクセスの際に、その携
帯電話機の個体識別情報を取得することによって、カード識別情報の入力がなくてもその
残高などを抽出することが出来る。つまり、プリペイドカード３を紛失した場合にはその
カード識別情報が分からないこともあるので、アクセスする携帯電話機をカード情報記憶
部９に登録しておけば、カード識別情報が不明の場合であってもその残高を保護すること
が出来る。
【００８５】
　ユーザはこの画面から保護する金額を入力し、それを携帯電話機からサーバ２に送信す
ることによって、保護する金額の情報を受け取ったサーバ２は、カード情報記憶部９の当
該カード識別情報に対応づけて、保護する金額の情報を記憶させる。
【００８６】
　そして携帯電話機、ＰＯＳレジ５、コンピュータ端末６などから決済金額を受け取って
決済処理を行う際に、カード情報記憶部９に記憶するカード識別情報に対応する残高と保
護金額の情報とを抽出し、残高から保護金額を減算し、その結果と決済金額とを比較する
ことで、決済を行うように構成しても良い。
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【００８７】
　すなわち現在の残高から保護金額を減算し、その結果と決済金額とを比較する。決済金
額が大きい場合には決済が行えないので、エラーなどを通知し、大きくない場合には上記
減算結果から決済金額を減算し、新たな残高でカード情報記憶部９を更新する。
【００８８】
　なおこの保護を解除する場合には、保護する金額として「０」を設定すればよい。
【００８９】
　このような保護をすることによって、プリペイドカード３を紛失した場合に、その残高
を保護することができるし、あるいは、当該プリペイドカード３を自分の子供に買い物な
どで貸与した場合であっても、一定額の利用しか行えないようにすることも出来る。
【００９０】
　本実施例では保護金額を設定することによって保護する金額を決定していたが、利用可
能金額を設定することによっても同様に行える。
【実施例６】
【００９１】
　上述の各実施例では、プリペイドカード３にカード識別情報と、そのカード識別情報を
含む、当該プリペイドカード３を用いた決済を行うためのウェブサイトへアクセスするた
めのＵＲＬをコード化したバーコードが表示されている場合を示したが、プリペイドカー
ド３を用いずに、上記バーコードが携帯電話機などの可搬型端末に表示されることによっ
て、実施されても良い。この場合の実施例を以下に説明する。なお可搬型端末としては、
携帯電話機のほか、ＰＨＳ、ＰＤＡ、モバイルコンピュータなど、上記バーコードの表示
が可能な端末であれば如何なるものであってもよい。なお事業者が利用する可搬型通信端
末と同一の機能を備える端末であっても良いが、説明の便宜上、混同を避けるため、利用
者（表示されたバーコードを提示することによって、決済システム１により電子マネーの
決済を希望する者であって、商品の購入者や役務の提供を受ける者が該当する）が利用す
る端末を可搬型端末、事業者が利用する端末を可搬型通信端末４と記載を区別する。本実
施例の概念図を図３２に示す。
【００９２】
　プリペイドカード３を用いずに決済システム１で決済を行う場合には、決済システム１
の利用者が、何らかの方法によって、バーコードを取得する必要がある。本実施例の場合
には、図２５などに示す所定のＴＯＰ画面から申込を選択することによって、利用の登録
を行う。
【００９３】
　例えば、可搬型端末からサーバ２にアクセスすることで、図２５に示すＴＯＰ画面が可
搬型端末に表示される。そして可搬型端末で申込を選択することによって、サーバ２から
登録画面が可搬型端末に送信され、可搬型端末は登録画面を表示する。図２６に登録画面
の一例を模式的に示す。
【００９４】
　利用者が登録画面に所定の属性情報、例えば利用者が利用する可搬型端末における電子
メールアドレス、パスワードを失念した場合の認証情報である「秘密の質問」とその「回
答」、利用者の年齢を識別するための誕生年、性別、住所（またはその一部）、年齢を証
明するための証明書類（例えば運転免許証、パスポート、学生証など）の画像ファイルな
どの入力を行い、「送信」ボタンを押下すると、登録画面に入力した属性情報が可搬型端
末からサーバ２に送信される。
【００９５】
　サーバ２では、登録画面に所定の属性情報が入力されると、当該利用者を識別する識別
情報（例えばカード識別情報。実際にプリペイドカード３は発行されないが、当該利用者
に対して仮想的に割り当てられるカード識別情報）、自動的に設定される初期暗証番号、
可搬型端末から受信した属性情報を、カード情報記憶部９に記憶させる。またこの際に、
当該カード識別情報と、そのカード識別情報を含む、決済を行うためのウェブサイトへア



(16) JP 2010-33546 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

クセスするためのＵＲＬをコード化したバーコードを生成し、そのバーコードの情報も、
上記情報に対応づけてカード情報記憶部９に記憶させる。従って、カード情報記憶部９に
は、図１０に示すようなカード識別情報（プリペイドカード番号）、暗証番号、残高、決
済履歴などに加え、属性情報などを記憶していても良い。
【００９６】
　カード情報記憶部９に属性情報などを記憶するとともに、サーバ２は、属性情報におけ
る電子メールアドレスに対して、登録が完了したことを示す登録完了電子メールを送信す
る。図２７に登録完了電子メールの一例を模式的に示す。
【００９７】
　この登録完了電子メールには、カード識別情報、初期暗証番号を示すとともに、ログイ
ン画面へのＵＲＬが含まれている。このＵＲＬは、各利用者ごとに異なるＵＲＬであって
、登録完了電子メールのＵＲＬが選択されることによって、ログイン画面へアクセス可能
となる。また、ＵＲＬにはカード識別情報またはそのカード識別情報が暗号化された情報
が含まれており、利用者がＵＲＬを選択し、ログイン画面へアクセスした場合には、その
カード識別情報またはそのカード識別情報が暗号化された情報に基づいて、サーバ２が、
ログイン画面のカード識別情報の入力箇所に、当該利用者のカード識別情報を自動的に入
力した上で、表示させることが好ましい。
【００９８】
　以上のようにして決済システム１に対する利用登録を行う。なお初期暗証番号は、任意
のタイミングで、可搬型端末からアクセスし、変更することが可能である。この際の新し
い暗証番号は、可搬型端末２からサーバ２に送信され、サーバ２のカード情報記憶部９に
記憶される。
【００９９】
　次に、利用者が利用登録を行ったあと、決済システム１により決済を行う場合を説明す
る。
【０１００】
　利用者は、可搬型端末で受信した登録完了電子メールに含まれているＵＲＬを選択する
ことによって、サーバ２にアクセスする。サーバ２はこのアクセスを受け付けることで、
ＵＲＬに含まれているカード識別情報またはそのカード識別情報が暗号化された情報に基
づいて、当該利用者のカード識別情報が表示された状態のログイン画面を、可搬型端末に
送信する。図２８にログイン画面の一例を模式的に示す。
【０１０１】
　そして可搬型端末で受信したログイン画面に、初期暗証番号（初期暗証番号を変更した
場合には現在の暗証番号）を入力することで、カード識別情報と初期暗証番号または現在
の暗証番号をサーバ２で受信し、カード情報記憶部９に記憶したカード識別情報と暗証番
号であるかを認証することで、ログインの可否を判定する。
【０１０２】
　認証が正常に行えなかった場合にはエラーとして、再度、認証を行うためのログイン画
面を、サーバ２は可搬型端末に送信する。一方、認証が正常に行えた場合には、図２９に
示すメニュー画面を、サーバ２は可搬型端末に送信する。
【０１０３】
　図２９のメニュー画面は一例であるが、少なくとも残高が表示されていることが好まし
い。また実施例５に示した保護されている金額（保護額）、残高から保護額を減算した利
用可能残高が表示されていても良い。図２９の場合、残高は「１，０９８，９５０円」で
あるが、「１，０００，０００円」保護されているので、実際に利用できる金額は「９８
，９５０円」となる。なおこの際の残高、保護額などの情報は、ログインの際に用いたカ
ード識別情報によってカード情報記憶部９から取得可能である。
【０１０４】
　また可搬型端末にメニュー画面が表示されると、利用者は、当該メニュー画面から、カ
ード識別情報を含む、決済を行うためのウェブサイトへアクセスするためのＵＲＬをコー
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ド化したバーコードを表示させることを選択する。この選択が行われたことをサーバ２で
受信すると、サーバ２は、カード情報記憶部９に記憶された当該利用者（利用者のカード
識別情報）に対応づけられたバーコードを、好ましくは画像情報（バーコードが静的な場
合には静止画像情報、バーコードが動的な場合（バーコードの表示が時間によって変化す
る場合）には動画像情報）として当該可搬型端末に送信する。
【０１０５】
　図３０に、バーコードとして可搬型端末に１次元コードが表示された場合の一例、図３
１に、バーコードとして可搬型端末に２次元コードが表示された場合の一例をそれぞれ示
す。
【０１０６】
　またバーコードは画像形式で可搬型端末に送信されることが好ましい。画像形式で送信
されることによって、当該画像を可搬型端末で保存することができるので、保存した画像
を可搬型端末の表示装置で表示させれば、決済を行うたびにログイン画面やメニュー画面
へのアクセスを不要とすることができる。
【０１０７】
　以上のように、利用者は決済を行う場合に、可搬型端末の表示装置にバーコードを表示
させることで、当該バーコードを、事業者（例えば実施例１の宅配事業者など）の担当者
（例えば実施例１の配達人）が所持する登録された携帯電話機の撮像装置で読み取り、実
施例１と同様のプロセスで決済が可能となる。
【０１０８】
　本実施例のように可搬型端末の表示装置にバーコードを表示させ、プリペイドカード３
を用いない場合、登録完了電子メール、ログイン画面などにおけるカード識別情報を用い
ることで、実施例３と同様に、インターネットでの決済を行うことができる。また可搬型
端末の表示装置に表示されたバーコードを、ＰＯＳレジ５で読み取ることで、実施例１、
実施例２と同様に実店舗での決済が行えても良い。
【０１０９】
　また可搬型端末にバーコードを表示させるほか、カード識別情報（場合によっては暗証
番号）を可搬型端末の記憶装置に記憶させ、ＰＯＳレジに備えられたＲ／Ｗ装置でそれを
読み取ることで、決済が行えるようにしても良い。
【０１１０】
　以上のように、本実施例では、可搬型端末の表示装置にバーコードを表示させ、そのバ
ーコードを用いて所定のウェブサイトへアクセスし、決済を行う場合を示した。可搬型端
末を用いて電子マネーによる決済を行う場合、従来では可搬型端末の記憶装置に電子マネ
ーの残高情報を記憶させている。従って、可搬型端末を変更する場合には、当該可搬型端
末に記憶させた電子マネーの残高情報を所定のサーバに移動し、新しい可搬型端末が利用
可能となったあと、当該電子マネーの残高情報を所定のサーバから新しい可搬型端末に移
動させる、という手間が発生していた。しかし、本実施例では、可搬型端末にはバーコー
ドの画像情報を記憶させているだけで、電子マネーの残高情報はサーバ２に記憶されてい
る。従って、利用者が可搬型端末の変更を行う場合であっても、古い可搬型端末から新し
い可搬型端末に当該バーコードの画像情報をコピーするだけで足りる。また古い可搬型端
末、新しい可搬型端末のいずれを用いても電子マネーによる決済を行うことができる。こ
のように、きわめて利便性が高い決済システム１を構築することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　上述の、本発明のプリペイド型電子マネー決済システム１によって、従来のＩＣカード
タイプ及びサーバタイプの電子マネーの双方では対応が難しかった、実店舗以外での電子
マネーの利用も可能となる。
【０１１２】
　特に、実店舗以外での利用を行う宅配事業者などは、携帯電話機などの、バーコードが
読み取り可能な可搬型通信端末４さえあれば対応することが決済を行うことが出来るので
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【０１１３】
　また実店舗以外での利用のほか、実店舗及びインターネットでも当該電子マネーを利用
することも出来る。更に、サーバタイプの電子マネーであるので、ＩＣカードタイプのよ
うにその上限残高が２万円、あるいは５万円のように低額に限定されず、高額に設定する
ことも出来る。
【符号の説明】
【０１１４】
　１：プリペイド型電子マネー決済システム
　２：サーバ
　３：プリペイドカード
　４：可搬型通信端末
　５：ＰＯＳレジ
　６：コンピュータ
　７：事業者情報記憶部
　８：通信端末情報記憶部
　９：カード情報記憶部
２０：演算装置
２１：記憶装置
２２：表示装置
２３：入力装置
２４：通信装置

【図１】

【図２】

【図３】
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